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第1 総則 

1  業務の概要 

業務の目的 

真庭市（以下，「本市」という。）が所有する旭水苑については令和 7 年度末までに

施設の解体工事を完了させる計画である。 

本業務では旭水苑（以下、総称して「解体対象施設」という。）の解体工事の実施に

当たって、施工品質、工程、安全管理等の総合的な設計・施工監理を行うことを目的と

する。 

なお、本工事の実施に伴う設計監理及び施工監理は、期間中に定期的に技術者を派遣

する重点施工監理とする。また、具体的な業務範囲は業務分担表のとおり想定している

が、別途本工事において必要となる事項がある場合は適宜実施する。 

 

業務名 

旭水苑解体工事設計・施工に係る監理業務 

 

業務場所 

岡山県真庭市野原地内 

 

履行期間 

契約締結の翌日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。 

 

対象施設 

解体対象施設の概要は次のとおりである。 
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項目 内容 

施設名称 旭水苑 

所在地 真庭市野原 9-1 

施設種別 し尿処理施設 

処理能力 100kL/日（し尿:60kL/日、浄化槽汚泥:40kL/日） 

処理方式 高負荷脱窒素処理方式＋高度処理 

 

2  一般事項 

適用範囲 

本仕様書は、本業務に適用する。業務の内容及び範囲は「業務内容」のとおりとす

る。本仕様書に明記なき事項にあって、本業務に必要な事項が生じた場合、発注者と協

議の上、対応を決定する。 

 

質疑 

本業務遂行に当たり、本仕様書の事項に疑義が生じた場合、又は、仕様書に定めのな

い事項については、発注者と受託者で協議の上、決定するものとする。 

 

関係法令の遵守 

受託者は、業務の実施に当たって関係法令、通達、マニュアル、その他の条例等を遵

守すること。 

 

資料の貸与 

本業務を実施するに当たり、必要な資料の収集は、原則として受託者が行うこととす

るが、現在、発注者が所有し、業務に利用できうる資料はそれを貸与する。この場合、

貸与を受けた資料については、リストを作成の上、発注者に提出し、業務完了と同時に

返納しなければならない。 
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秘密の保持 

受託者は、業務を遂行する上で知り得た事項について、他に漏らしてはならない。ま

た、コンサルタントとしての中立性を厳守しなければならない。 

 

関係官公署との協議 

受託者は、受託者及び発注者が関係する関係官公署との協議を必要とするとき、また

は、協議を求められたときは誠意をもってこれに当たり、遅滞なく発注者に助言、報告

しなければならない。 

 

業務の管理 

業務の円滑な推進を図るため、十分な経験や資格を有する技術者を配置しなければな

らない。 

 

成果品 

受託者が本市に提出する成果品は以下に示すとおりとする。なお、書類の提出ととも

に、編集可能な Word 及び Excel で作成されたもの並びに PDF を電子媒体（CD-

R/RW 等）に格納したものを納品するものとする。 

 

1) 業務報告書（キングファイル製本）   ;2 部 

2) 電子データ      ;1 式 

 

打合せ協議 

本業務を行うに当たって必要となる打合せ協議を実施する。打合せ協議は初回、中

間、納品時の 3 回を想定するが、必要に応じて適宜実施する。 

受託者は、打合せ協議の都度、議事録を作成し、発注者の承諾を得ること。 
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第2 業務の実施方法 

1  基本原則 

本業務を実施する上での基本原則は次のとおりとする。 

 

1) 発注者、受注者の共同監理とし、受注者は発注者監督員の業務の一部を担うもの

とし、基本的には工事請負業者、受注者、発注者の流れで審査確認を行うものと

する。 

2) 受注者が定める管理技術者は、発注者に対して速やかに工事監理者の氏名等の報

告を行うものとする。また、管理技術者は、設計監理業務、施工監理業務との全

体調整に当たるものとする。 

3) 原則として、受注者から発注者へ行う提出や報告等は、受注者が定める管理技術

者又は主担当技術者が行うものとする。 

4) 受注者は、業務の開始前に業務計画書を作成・提出し、発注者の承諾を受けるも

のとする。 

5) 受注者は、工事の問題点を把握した上で、適切な問題点の解決方法を発注者に提

示し、承諾を受けるものとする。 

6) 受注者は、工事現場に臨み、発注者の意を代弁する者として厳正に工事を監理す

るものとする。 

7) 工事期間中、受注者は工事全般に係る疑義に応じられるよう、工事現場並びに入

札関連書類、工事請負契約書、交付金制度、実施設計図書及び施工図等に精通

し、工事の進捗を図るものとする。 

8) 受注者は、工事請負事業者への指示事項はすべて書面にて行うものとし、指示事

項は速やかに発注者へ報告するものとする。 

9) 受注者は、工事中及び工事竣工後、各工作物が各々の機能を本来の目的に沿って

充分果たし得るよう、発注者が工事請負事業者へ指導するための助言等を行うも

のとする。 
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2  監理体制 

本業務に係る受注者の監理者とその資格は、次のとおりとする。 

 

項目 資格 実績 

管理技術者 

技術士法で定める技術士（衛生工学部

門の廃棄物管理、廃棄物管理計画、廃

棄物処理、廃棄物・資源循環のいずれ

か）の資格を有する者であること。 

一般廃棄物処理施設の整

備、解体に関する設計・施工

監理業務の実務経験を有す

る者 

主担当技術者 
建築士法で定める一級建築士の資格を

有する者であること。 

一般廃棄物処理施設の整

備、解体に関する設計・施工

監理業務の実務経験を有す

る者 

 

3  業務の分担 

発注者（監督員）と受注者（監理員）の業務分担は別表に基づくものとする。 

 

4  監理報告 

受注者は、施工監理に当たって次の書類を提出し、発注者の承諾を得るものとする。 

 

1) 設計施工監理日誌及び監理者出面帳 

2) 定例及び一般打合せ記録簿及び指示書 

3) 設計等（実施設計、承諾図書、施工図、施工計画書を含む）審査記録簿 

4) 施工検査（材料検査、工場検査、工事検査、中間検査を含む）記録簿及び報告書 

5) 性能試験並びに竣工検査記録簿及び報告書 

6) その他必要なもの 
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第3 業務内容 

1  設計監理業務 

施工計画書等の審査 

設計監理業務は、工事請負事業者が作成する施工計画書等が、本事業の入札関連書類

の合意事項が確実に反映されているか調査し、適切な指導を行うものとする。 

施工計画書等の内容は次のとおりである。 

 

1) 事前調査計画書、報告書 

2) 解体工事計画書（労基への提出書類） 

3) 施工計画書（工程表含む） 

4) 設計書（図面、数量計算、単価等の根拠含む） 

5) その他必要となる図書 

 

契約変更への対応 

物価変動による請負額の見直し等、本工事の変更により提出図書の修正等が生じる場

合には、設計書等の審査を行うものとし、不備等があれば指摘等の指示を行い、改善を

図るものとする。 

 

2  施工監理業務 

施工申請図書の監理 

工事請負業者が工事の施工段階において提出される関係書類等の承諾図書の審査を行

うものとし、不備等があれば指摘等の指示を行い、改善を図るものとする。 

施工申請図書の内容は次のとおりである。 

 

1) 施工図 

2) 施工体制台帳 

3) 各種要領書（施工要領書、検査要領書等） 
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4) 各種承諾願（材料承諾等） 

5) 各種報告書（調査報告書、検査報告書等） 

6) 各種申請書類（各種法令等に基づく申請等） 

7) その他必要となる図書 

 

立会検査 

本工事において重要な施工をする際には立会、適宜必要な指示を行うものとする。工

事請負事業者から提出される検査報告書の内容を確認し、必要に応じて指摘等の指示を

行い、改善を図るものとする。 

立会検査の内容は次のとおりである。 

 

1) 事前調査 

2) 解体工事前調査 

3) 解体工事中調査 

4) 解体工事後調査 

5) 施工及び施工検査（材料検査、施工検査等） 

6) 中間（出来高）検査 

7) 竣工検査 

8) その他必要となる項目 

 

完成図書の審査 

工事完了に当たって工事請負業者が作成する竣工図等の審査を行うものとし、不備等

があれば指摘等の指示を行い、改善を図るものとする。 

完成図書の内容は次のとおりである。 

 

1) 竣工図（整地後の測量図、残置物の位置図等） 

2) 打合せ記録簿 
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3) 環境調査報告書 

4) 工事写真 

5) 完成設計書（当初設計書、変更設計書等の図面、数量計算、単価等の根拠確

認、工事内訳明細書の変更対応の監理を含む。） 

6) その他必要な図書 

 

3  工程会議への出席 

工程会議（計 18 回程度）へ出席し、工程及び技術上の監理・指摘を行うとともに、工

程会議のほか、必要に応じて適宜事業者との打ち合わせを行い、工程及び技術上の監

理・指摘を行うものとする。また、事業者から提出される議事録の内容を確認し、必要

に応じて指摘等の指示を行い、改善を図るものとする。 
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（別表 業務分担表） 

業務区分 
受託者（監理員） 発注者（監督員） 

備考 立会 
作成 

審査 報告 
立会 
作成 

審査 確認 手続 

工事請負関係書類      ○   

打合せ議事録  ○ ○   ○   

施工計画書等審査  ○ ○  ○ ○   

関係機関への申請・届出等審査  ○ ○  ○ ○ ○  

施工承認申請図書審査  ○ ○  ○ ○   

設計書等の審査  〇 〇  〇 〇   

設計施工監理日誌の作成 〇  ○   ○   

各種審査報告書の作成 〇  ○   ○   

立会検査 〇 〇 ○   ○  注 1） 

中間（出来高）検査 〇 〇 ○ ○ 〇 ○   

完成図書審査  ○ ○  ○ ○   

竣工検査 ○ 〇 ○ ○ 〇 ○ ○  
立会作成:工事が実施設計図書、施工図等の内容どおりに施工されているか立会確認を行い、

確認内容について審査報告書を作成する。 

審  査:監督員の承諾、確認、手続きを必要とする事項について、実施設計図書、施工図等

と照合し確認の上、内容が適正であるか審査を行う。 

報  告:立会作成及び確認審査を行った事項について、監督員に対し書面により報告する。 

確  認:監理員（受託者）から報告があった事項並びに監督員・監理員がともに立会作成又

は審査した事項について確認する。 

手  続:確認した事項のうち、必要なものについては、適切な手続きを行う。 
注 1)必要に応じて発注者が立ち会う。 

 


